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「共通化候補（令和７年度選定分）」の選定等について

３．土木施設に関する住民からの通報等システム

(3) 依頼事項 
国土交通省は、令和８年３月末までに、道路、河川等の各分野における既存の業務・シス
テムの実態等を踏まえて、国・地方を通じたトータルコストの最小化が実現可能であるかも
含め、共通化することが適当かを検討し、共通化する場合は、その方法や今後のスケ
ジュールを記した推進方針案を策定されたい。 

(2) 選定の理由
（中略）
道路の異状の緊急通報に限らず、道路以外の土木施設を含め、住民からの通報等への
対応業務については、国及び地方自治体にとって類似性がうかがえ、それぞれの地方自治
体がシステムを構築するよりも共通化した方がトータルコストを最小化できる可能性がある
と考えられるため、土木施設に関する市民からの通報システムを共通化の対象候補とする。

なお、施設・管理者の種別によって業務・システムの態様に差異があること、既に同様の
システムを個別に整備・利用している地方自治体が存在すること、民間企業でも市民通報
アプリ提供をビジネス展開していることなどから、土木施設に関する市民からの通報システ
ムを共通化の対象とするかを判断する前段として、地方自治体のニーズの把握や共通化
のフィージビリティ等の検討を進める必要がある。
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管理施設の概要

 管理者

分野
国 都道府県 市町村

高速道路
株式会社

合計

道路 約24,000km 約162,000km 約1,035,000km 約10,000km 約1,231,000km

河川 約11,000km 約113，000km
一級河川（指定区間）、二級河川

約20,000km - 約144，000km

公園 17箇所 約500箇所 約114,500箇所 - 約115,000箇所

1. 関連施設の管理延長・施設数※1
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※1 道路法及び河川法等に基づく延長等を記載。



施設管理にかかる業務実態 ー道路管理ー

道路
利用者

国道事務所

２．通報フロー１．主な通報内容
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■令和6年度通報件数＜全国＞

３．通報頻度

電話orメール

・ 路面のひび割れ、穴ぼこ
・ 落下物、動物の死骸
・ 道路附属物の損傷
・ 倒木

※♯9910では苦情を受付対象としていない

職員又は
委託業務で対応

都道府県
市役所等

電話

LINE

自動で
メール転送

職員又は
委託業務で対応

＜道路緊急ダイヤル（♯９９１０）の業務実態＞

電話 LINE

年間 約37.4万 約4.1万

１か月平均 約31,100 約3,400

（件数）



施設管理にかかる業務実態 ー河川管理ー

住民
施設
管理者

２．通報フロー１．主な通報内容 ※１
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数百件～数千件／年 （沿川の状況等により地域差あり）

３．通報頻度 ※1

■管轄外施設にかかる通報頻度※1

・国 ⇒ 都道府県： ほぼなし
・都道府県 ⇒ 国： ほぼなし

電話、メール、来所
＜施設の異常＞
・ほぼなし

問合せがあった場合にも、車両通行止ポストの破損等
の通報であり、河川管理施設本体の異常などの緊急対
応が必要な問合せはほぼなし

＜問合せ・相談・苦情等＞
・除草関係（時期等）  ・UAV使用ルール
・占用    ・工事関係
・不法投棄  ・不法係留 など

事務所職員が対応

除草や占用等に関する問合せがほとんどであり、緊急対応
を要するような施設等の異常に関する問合せはほぼなし

※1抽出調査（直轄河川事務所）により確認

電話、メール、対面



施設管理にかかる業務実態 ー公園管理ー

２．通報フロー１．主な通報内容
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１公園あたり年間180件程度
➢ 内、施設の異常に係る事案は1割程度
➢ 緊急性の高い通報は年間１件程度

３．通報頻度

＜施設の異常＞
・ 木製階段の腐食
・ 園路のへこみ 等

＜苦情＞
・ 草刈り
・ 清掃
・ スタッフ対応
・ 利用者マナー 等

国営公園利用者

施設管理者

公園設置
の意見箱

公園HP管理事務所
および

現場スタッフ



地方自治体における通報等システム導入事例①
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出典：名古屋市ホームページ（抜粋）

名古屋市／LINE公式アカウント／道路、公園



地方自治体における通報等システム導入事例②
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山口市／LINE公式アカウント／道路、公園

出典：山口市ホームページ（抜粋）



地方自治体における通報等システム導入事例③
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出典：一宮市ホームページ（抜粋）

一宮市／LINE公式アカウント／道路、公園



【参考】 LoGoフォーム（ノーコード・ローコードのシステム）
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出典：LoGoフォーム（株式会社トラストバンク）ホームページ（抜粋）



地方自治体における通報等システム導入事例④
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大阪府／LINE公式アカウント「まいど通報システム」／道路、河川、公園

出典：大阪府ホームページ（抜粋）



地方自治体における通報等システム導入事例⑤

11出典：MyCityReportホームページ（抜粋）

スマートフォンアプリ「My City Report 」



地方自治体における通報等システム導入事例⑥

12出典：東京都ホームページ（抜粋）

東京都／スマートフォンアプリ「My City Report 」 ／道路、河川、公園



【参考】デジタル地方創生サービスカタログへの掲載
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出典：デジタル庁ホームページ（抜粋）



【参考】総務省の行政相談（行政苦情110番）

14出典：総務省ホームページ（抜粋）



電話版 LINE版

概要

通報の流れ
①道路利用者が#9910に電話
②最寄りの国道事務所に繋がる
③口頭で異状の内容や場所を確認

①道路利用者がLINEアプリで通報
②異状の内容は写真＋文章で、場所は
スマホのGPSで特定（自動）

自治体管理
道路の場合

・国道事務所から該当自治体に伝達
・GPSの位置情報から道路管理者を
割り出し、自治体にメール送付（自動）

道路緊急ダイヤル #9910

⚫ 道路緊急ダイヤルは、道路利用者が道路の異状等を道路管理者に通報できるシステム。

⚫ 国道だけでなく、都道府県道や市町村道の通報も受付けている。

⚫ 従来の電話による通報に加え、令和6年3月からLINEアプリでの通報が可能となった。
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道の相談室

⚫ 道の相談室は、道路利用者からの法制度に関する相談や道路に関する質問など、比較
的緊急性が低いものを主な対象としている。

⚫ 国土交通本省に加え、各地方整備局や一部の都道府県で電話やメールで相談を受付け
ている。

本省 道の相談室

概要

・意見・質問の入力フォームを設置

・併せて、よくある質問への回答を
カテゴリごとに整理して公表

通報の流れ

①道路利用者が入力フォームから
相談内容を送信

②相談内容を国交省が受信

③必要に応じて国交省から相談者
にメールにて回答

自治体管理
道路の場合

・地方整備局から自治体に伝達し、
国交省経由で相談者にメールにて
回答

よくある質問を掲載しているページ
https://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan.html 16



道路に関する問い合わせ等の流れ（現状）

道路に関する問い合わせ・相談窓口道路の異常等の通報窓口

道路緊急
ダイヤル
＃９９１０
（LINE版）

道路緊急
ダイヤル
＃９９１０
（電話版）

道路管理担当者（国・都道府県・市町村）

道の相談室
（電話）

国・都道府県の相談室で受付し、各管理者に連絡国道事務所（業務委託等）
で受付し、各管理者に連絡

位置情報をもとに
自動で、各管理者
にメール展開

⚫ 道の相談室や道路緊急ダイヤルを道路管理者を問わず使える窓口として運用し、ワンストップで対
応。

⚫ これにより、通報者と自治体担当者双方の負担軽減に取り組んでいる。
⚫ 今後、国交省のHPなどに記載されている自治体直通電話番号の掲載取り止めや、道の相談室
（メール）、道路緊急ダイヤル（LINE版）の周知推進により、職員による対応をさらに削減。

R5.11～関東管内で試行
R6.3～全国展開

処理件数
年1.2万件

処理件数
年40万件

処理件数
年約4万件

道の相談室
（メール）

処理件数 年1.2万件

※直近の日あたり
処理件数を
年あたりに換算

※電話・メールの合計

通報者との通話 行政間の通話 通報者からメール・登録 行政間のメール 17



自治体への意見照会結果①

単なるシステム開発への要望だけではなく、「振り分けのための業務負担の増加」
や「自治体への費用負担の増加」といった実現性の観点からの懸念が見られた。

＜振り分けのための業務負担の増加＞
• 河川や公園・緑地の通報も一元化するならば、位置情報からの単一的な振り分けはま
すます難しくなると思われる。（例えば通報者は見た目から「道路」であると項目を入力し
て通報したとしても、管理上は「水路」や「緑地」であって、管理部署が異なるなどがあ
る。）

• 道路、河川、公園・緑地などの土木施設が複数の所属にまたがり、このような場合、通
報対応の際に100を超える所属の中から管理担当を探し、振り分ける業務が追加されま
す。結果として、1つの所属に管理が集中すると業務負担が増加し、全体的な負担軽減
が困難になると考えます。
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＜自治体への費用負担の増加＞
• 共通システムへの統合は賛同するが、既存システムからの移行時に費用負担が発生し
ないよう願いたい。

• 通報システムの共通化にあたっては、通報の位置情報と対象となる土木施設の管理者
を繋げるためのデータの整備が必須であることから、市区町村の財政負担が生じる場
合は、補助メニューの新設を希望します。

• 導入及び運用コストや他自治体の動向、庁内ネットワークシステム上での動作環境につ
いては不安もある。

出典：共通化候補（令和７年度選定分）に対する地方自治体からの意見について（内閣官房デジタル行財政改革会議事務局）



自治体への意見照会結果②

既存の民間サービスの活用を念頭に、「自治体毎のカスタマイズの必要性」や「市
場独占による競争性消失」の観点からの懸念が見られた。

＜市場独占による競争性消失＞
• 「共通化」できれば、「トータルコストを最小化できる可能性」がある一方で、当該システ
ム（アプリ）にかかる市場の独占により、競争性が失われるおそれがある。

• 国が通報等システムに求める仕様を明確に示し、また、システム間でデータを連携する
手法を構築（例えば、『アプリＡで住民が通報・位置情報等入力→データ連携→アプリＢ
で管理者が通報・位置情報等受信、回答入力→データ連携→アプリＡで住民が回答受
信』）するなどの対応が考えらえる。
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＜自治体毎のカスタマイズの必要性＞
• 本町ではすでに同様のシステムを運用している。この状態で現状不都合はなく直ちに共
通化する必要性を感じない。

• 対応状況の見える化や位置情報、デジタル端末（スマホやタブレット）との連携など各自
治体で求めるシステムへの性能は異なることから、各自治体で容易にカスタマイズでき
るような開発を行って頂きたい。

出典：共通化候補（令和７年度選定分）に対する地方自治体からの意見について（内閣官房デジタル行財政改革会議事務局）



自治体へのアンケート結果①
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住民通報システムのアプリ導入状況

145件

（39%）228件

（61%）

アプリを導入している アプリを導入していない

※調査対象：インフラメンテナンス国民会議の行政会員1,525団体にアンケートを発出し、373団体から回答（回収率24％）
※調査時期：2025年11月27日～12月11日



51%

24%

11%

0%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

LINEを活用（#9910除く）

ローコードアプリで作成（LoGoフォー

ム、キントーン等）

上記以外の民間サービスを契約

（MyCityReport等）

その他

知らない

2%

6%

92%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

直近で導入を予定している

導入は未定だが、具体的な検討を進

めている

特段の検討はしていない

未回答

自治体へのアンケート結果②
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住民通報システムのアプリを
導入している自治体（N＝145）

住民通報システムのアプリを
導入していない自治体（N＝228）

対象分野

導入予定

アプリの認知度

※1,525団体にアンケートを発出し、373団体から回答

66%

17%

14%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LINEを活用（#9910除く）

ローコードアプリで作成（LoGoフォー

ム、キントーン等）

上記以外の民間サービスを契約

（MyCityReport等）

その他

アプリの種類

97%

42%

56%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道路

河川

公園

その他



93%

39%

5%

4%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

他自治体の導入事例

既存民間サービスに関する情報

民間サービスの企業とのマッチングイベント

その他

未回答

84%

36%

4%

6%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

他自治体の導入事例

既存民間サービスに関する情報

民間サービスの企業とのマッチングイベント

その他

未回答

自治体へのアンケート結果③

アプリ等導入済み
（ N = 145 ）

アプリ等未導入
（ N = 228 ）

住民通報システムに関して、関心があるものは何ですか？（最大2つ選択可能）

※1,525団体にアンケートを発出し、373団体から回答 22



通報等システムの共通化を進める上での課題等

○通報対応の業務実態から、国直轄施設の管理者としては、システ
ムを共通化する必要性には直面していない。
※道路分野では、国直轄施設の緊急通報対応の付随として自治体分も受付。

○仮に全国を対象としてシステム共通化を進める場合、

• すでに民間企業でも市民通報アプリ提供をビジネス展開している。民間サービ
スを利用（利用を検討）している自治体にとっては二重の対応が必要になる。

• 運用面でも、これまで各施設管理者へ直接通報されていたものが、システムが
間に挟まって情報伝達されることから、従来と比較して対応の遅れや住民サー
ビスの低下も懸念。

• システム構築や運用費用について、サービスを受益する各公物管理者（都道
府県や市町村）に応分の費用負担が発生。
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検討の方向性
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○ 上記の通り、全国一律でのシステム開発及び運用面の困難性
が高く、国・地方を通じたトータルコストの最小化に必ずしもつな
がるものではないと考えられ、さらに、民間企業等によるサービ
スを導入している自治体も多く存在する。

○ このような状況を踏まえると、自治体の課題解消に向けては、
システムを共通化するよりも、各自治体がニーズに応じてシステ
ムやサービスを選択できるよう、住民通報対応に関する自治体
の好事例の周知や既存の民間サービスの紹介、さらには、自治
体と民間企業のマッチングイベント等を進めていくことの方が有
効ではないか。


